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（目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39 条の規定に基づき、山口県内

において災害が発生した場合に、山口県内の市町、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事

務組合（以下「市町等」という。）が、相互の消防力を活用して、災害による被害を最小限に防

止するため、消防相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。 

（協定の実施区域） 

第２条 この協定の実施区域は、協定を締結した市町等（以下「協定市町等」という。）の全域と

する。 

（対象とする災害） 

第３条 この協定の対象とする災害は、消防組織法第１条に規定する水火災、地震及びその他の災

害（以下「災害」という。）で、消防に関して協定市町等の応援を必要とするものとする。 

（報告及び連絡調整） 

第４条 前項に規定する災害が発生したとき、災害が発生した市町等（以下「発生市町等」という。）

の長は、県に対して災害の状況等について通報し、この協定による応援等に関して必要な指導

及び連絡調整を求めるものとする。 

（応援要請） 

第５条 この協定に基づく応援要請は、次の各号いずれかに該当する場合に、応援を受けようとす

る発災市町等（以下「受援市町等」という。）の長が、他の協定市町等の長に対して行うものと

する。 

（１）災害が他の協定市町等に拡大し、又は影響を与える恐れがあると認める場合。 

（２）発災市町等の消防力では、災害防御が著しく困難と認める場合。 

（３）その他災害の防除及び災害の被害を軽減するため、他の協定市町等が保有する車両資機材

等を必要と認める場合。 

２ 前項に規定する応援要請は、次の事項を明確にして行うものとする。また、県への通報は、応

援要請に準じて電話等で行うものとする。 

（１）災害の状況（災害の種別、発生日時、場所等）及び応援を要請する理由。 

（２）要請する人員、車両等の種別、資機材の数量。 

（３）応援隊の活動内容。 

（４）応援隊の到着希望日時及び集結場所。 

（５）その他必要な事項。 

（応援隊の派遣） 

第６条 前条の規定により、応援要請を受けた市町等（以下「応援市町等」という。）の長は、特

別な理由がない限り、応援市町等区域内の消防業務に支障のない範囲において応接を行うもの

とする。 

２ 応援市町等の長は、応援隊を派遣するときは、出発日時、人員その他必要な事項を遅滞なく受

援市町等の長及び県に通報するものとする。 

３ 第１項の規定による要請に応ずることができない場合は、その旨を速やかに要請市町等の長に

通報するものとする。 

（応援隊の派遣の中断） 

第７条 応援隊を派遣した市町等の長は、応援隊を当該市町等の消防業務に復帰させるべき事態が

生じた場合、受援市町等の長と協議の上、派遣を中断することができる。 



（応援隊の指揮） 

第８条 応援隊の指揮は、要請市町等の消防長（消防業務を委託している町にあっては、当該町を

管轄する消防本部の消防長）が、応援隊の長を通じて行うものとする。ただし、緊急の場合は

直接応援隊の隊員に対して行うことができる。 

（報告） 

第９条 応援市町等の長は、応援の結果を応援活動終了後速やかに要請市町等の長に報告するもの

とする。 

２ 受援市町等の長は、災害の概要を災害活動終了後速やかに応援市町等の長に報告するものとす

る。 

（経費の負担） 

第 10 条 この協定に基づく応援に要する経費の負担については、次の各号により負担するものと

する。 

（１）応援市町等が負担する経費 

ア 出勤手当、旅費等の人件費及び消費燃料等の経常的経費。 

イ 応援の消防職員、消防団員（以下「応援隊員」という。）が、応援業務により負傷し、疾

病にかかり、又は死亡した場合における公務災害補償に要する経費。 

ウ 応援隊員が、受援市町等への往復の途中において、第三者に損害を与えた場合の賠償費。 

エ 応援隊員の重大な過失により、第三者に損害を与えた場合の賠償費。 

（２）受援市町等が負担する経費 

ア 要請による救援消防用資機材、救援物資の調達経費。 

イ 応援が長時間にわたる場合の燃料の補給及び食料の支給に要する経費。 

ウ 応援隊員が、応援活動中第三者に損害を与えた場合の賠償費。 

（３）前各号に定める経費以外の経費については、その都度応援市町等と受援市町等が協議して

定めることとする。 

（実施細目） 

第 11 条 この協定の実施に関して必要な事項は、協定市町等が協議して別に定めるものとする。 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項または疑義が生じたときは、その都度協定市町等で協議の上、

決定するものとする。 

（協定書の保管） 

第 13 条 この協定の証として、協定市町等の長は、記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

 

附 則 

１ この協定は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 山口県内広域消防相互応援協定書（平成２２年４月１４日締結）は、この協定の効力発生の日

をもって廃止する。 

 

平成２４年４月１日 


